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 北九州市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の一部の施行期

日を定める規則をここに公布する。 

  平成２９年２月２２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第７号 

北九州市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の一 

部の施行期日を定める規則 

 北九州市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例（平成２８年北

九州市条例第４９号）付則ただし書に規定する規定の施行期日は、平成２９年

５月３０日とする。 
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北九州市公告第１４１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  平成２９年２月２２日 

北九州市長 北 橋 健 治   

開発区域に含まれる地域の名称 開発行為者 

北九州市小倉南区沼南町二丁目４９

番１、４９番４から４９番８まで及

び４９番１３から４９番５４まで 

福岡市博多区博多駅前三丁目２番

１号 

ミサワホーム九州株式会社 

代表取締役 下村秀樹 
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